
奈良県広域水道企業団職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程を

ここに公布する。 

  令和８年３月２７日 

奈良県広域水道企業団企業長 山下 真   

奈良県広域水道企業団企業管理規程第１０号 

奈良県広域水道企業団職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規

程 

奈良県広域水道企業団職員の退職手当に関する規程（令和７年３月企業管理

規程第２７号）の一部を次のように改正する。 

第１３条の表中 
 

第６条の２ 第９条第１項（ 第１０条の規定により読み替え

て適用する第９条第１項（ 

同項第２号イ 第１０条の規定により読み替え

て適用する同項第２号イ 

同項の 第１０条の規定により読み替え

て適用する同項の 

」を 
 

第１２条 第９条第１項 第１０条の規定により読み替え

て適用する第９条第１項 

同項第２号イ 第１０条の規定により読み替え

て適用する同項第２号イ 

同項の 第１０条の規定により読み替え

て適用する同項の 

」に改める。 

第２１条第４項中「第１６条第６項」を「同条第６項」に改め、「適用につ

いては、」の次に「同条」を加える。 

附則に次の１項を加える。 

４ 令和７年４月１日に採用された地方公務員法第２２条の２第１項第２号に

掲げる者（以下「第２号会計年度任用職員」という。）の退職手当について

は、当該会計年度任用職員が構成団体（奈良県広域水道企業団規約（令和６

年１１月１日総行市第１３０号）第２条に規定する構成団体をいう。）の水

道部局において令和７年３月３１日まで継続して第２号会計年度任用職員で

あった場合で、その勤続期間（構成団体の水道部局において退職手当の計算

「 

「 



の基礎としていた勤続期間をいう。以下同じ。）に対する退職手当が構成団

体の水道部局によって支給されていないときは、令和７年４月１日時点で支

給対象非常勤職員とみなして、この勤続期間を通算して支給する。 

附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 


